


1/16(火) 竜王駅発

成田空港着

成田空港発

ホーチミン着

04:30
07:30
09:30
14:15

専用車
ＶＮ301
専用車

竜王駅北口出発　専用車にて成田空港へ
ベトナム航空にてホーチミンへ
着後、ホーチミン市内観光
（サイゴン大教会、ベンタイン市場、統一会堂等）
～水上人形劇鑑賞～夕食後ホテルへ 【ホーチミン 泊】

月/日 発　着　地 時　間 交通機関 摘　　　　　　　　要 食　事

1/17(水)

1/18(木)

1/19(金)

1/20(土)

ホーチミン 終　日 専用車

専用車
ＶＮ124
専用車

専用車

専用車

現地企業視察　　(現地事情により変更となる場合があります)

夕食後、ホテルへ 【ホーチミン 泊】

ホーチミン
ホーチミン発
ダナン着

ダナン

ダナン発
成田空港着
成田空港発
竜王駅着

10:00
11:30

空港へ
ベトナム航空にてダナンへ
着後、昼食へ【世界遺産】ホイアン観光（来遠橋、福建会館、
海のシルクロード博物館）～夕食後、ホテルへ

ＶＮ318

朝＝◎

昼＝◎

夕＝◎

朝＝×

昼＝機

夕＝◎

朝＝◎

昼＝◎

夕＝◎

朝＝◎

昼＝◎

夕＝◎

朝＝機

昼＝×

夕＝×

【ダナン 泊】

【機中 泊】

午　前
午　後

出発まで自由行動
昼食～ダナン市内観光（五行山、ダナン大聖堂、チャム彫刻
博物館、ハン市場）
夕食後、空港へ

00:20

07:35

08:30

12:00

ベトナム航空にて帰国の途へ
山梨へ

■添乗員　　同行します

■ホテル　　ホーチミン　ルネッサンス　リバーサイドホテルサイゴン（部屋指定なし）
　　　　　　ダナン　　　ブリリアントホテルダナン（部屋指定なし）

■航空会社　ベトナム航空

申込締切日：令和５年11月20日（月）

■お支払いと旅行の成立

お申込金は、旅行代金、取消料または違約金のそれぞれの一部として取り扱います。旅行契約：当社が申込書と申込金を受理し

た時に契約が成立します。

■旅行代金に含まれるもの

⑴旅行日程に記載された区間のエコノミークラスの航空運賃 ⑵日本国内空港施設使用料、海外空港税等　⑶旅行日程に記載され

た食事・宿泊料金(2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)及び税・サービス料　⑷団体旅行の移動交通機関代　⑸手荷物の運

搬旅金(規定内の大きさのもの２個、32ｋｇまで)　⑹団体旅行中のチップ　⑺現地コーディネーター・添乗員費用

＊上記費用はお客様の都合により一部利用されなくても払戻しません。

■旅行代金に含まれないもの

上記以外は旅行代金に含まれませんが、旅行参加にあたって通常必要となる費用を例示します。⑴渡航手続き関係諸費用(旅券印

紙代・保険料)　⑵渡航手続きを代行した場合の渡航手続き料金　⑶個人的性質の諸費用(日程に記載されていない飲食代、クリ

ーニング代、電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ等)⑷超過手荷物料金　⑸傷害・疾病に伴う諸費用　⑹任意の海

外旅行保険料　⑺1人部屋を利用される場合の追加料金　⑻参加者のみが参加するオプショナルツアー代金　⑼日程表に記載され

ていない食事費用　⑽燃油サーチャージ

■お客様による契約の解除

お客様は、別途定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。解除期間とは、当

社の営業日、営業時間(月～金の9：00から17：30)にお申し出いただいた時を基準とします。

■確定書面(最終旅行日程表)の交付

確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名を記載した確定書面(最終日程表)は旅行開始日の前日までにお渡しします。(原

則として旅行開始日の７日前までにお渡しできるよう努力します)

■旅行内容・旅行代金の変更

当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止など、その他の当社の関与し得ない事由、または運送

期間の適用運賃・料金の大幅な改定などにより、旅行内容の変更・代金を変更する場合があります。なお、お客様の申し出により旅

行内容の変更がある場合は別途必要経費を頂きます。又、運送、宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる場合、お客様の都合

で当利用人数が変更になった時は、旅行代金を変更します。

■旅程保証

当社は、別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に一定の率を乗じた額の変更補償金を支払います。詳しくは、

企画旅行条件書でお確かめください。

■特別補償

当社は、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶発的な外来の事故により、その身体、生命またはお荷物上に被った一定の損害につい

て、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

■個人補償の取り扱いについて

旅行申込みの際にご提示いただいた個人情報について、お客様との連絡や運送、宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか

必要な範囲内にて当該機関等に提出いたします。

■旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件は、2023年9月1日を基準としております。また、旅行代金は2023年9月1日現在の運賃・料金を基準としています。

■申込方法　下記の「参加受付票」に必要事項をご記入いただき、山梨交通㈱トラベル事業部までＦＡＸ(055-228-8760)送信して

　　　　　　下さい。なお、４名様以上のお申込みいただく場合は、恐れ入りますが本誌をコピーしてご利用ください。

旅行条件（要約）

旅行企画・実施：山梨交通(株)トラベル事業部 視察先企画：甲府商工会議所　中小企業相談所

℡　055-233-2241

山梨県甲府市飯田３-２-３４

（一社）全国旅行業協会会員　山梨県知事登録旅行業第2-283号　総合旅行業務取扱責任者　安原　弘幸

℡０５５-２２２-１３００

■お申込み ■お問合せ

fax０５５-２２８-８７６０

＊現地事情によりスケジュールが変更になる場合があります


